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1．はじめに

経済不況が長期化する中で、貧困の格差が拡大し、その影響で、子どもを取り巻く環境は厳し

く、遅々として明るい方向には進んでいない。このような社会情勢を抱えながら、今、国は、「子

ども子育て新システム」の構想の中で、幼保の一体化に向けた岐終案を公表したが、先行きは不

透明である。また、2007年（平成19年）に内閣府が「ワーク・ライフ・バランス」を提唱した

が、依然、その環境づくりも遅れている。今こそ、子どもの視点に立ち、子どもが大切にされて、

誰もが安心して良い環境の下へ子どもを預けて、働くことができる社会の実現が切望される。

こうした中で、国は、「新待機児童ゼロ作戦」を展開し、保育施策の質と盆をともに充実強化す

る1つとして、2010年（平成22年）4月実施の「家庭的保育事業jの法制化を行った。これま

で、民間の個人が行っていた家庭的保育を、保育所における保育と同等の正規の保育として、児

童福祉法の中に位置づけたのである。国の制度化を受けて、待機児童解消のために、いち早くこ

の事業に取り組み、新制度の「家庭保育室」を増やしている殆古屋市を例に取り、これまでの家

庭的保育と新制度の中味を明らかにする。そして、子どもの視点に立ったとき、家庭的保育がこ

れから先、どのような役割を果たせるのか、家庭的保育のこれからについて考察する。

家庭的保育の原型は、1960年代にさかのぼる。働く母親が増え始めた頃、大都市の自治体で、

乳児の公的保育の不充分さを補う形で共同保育所などの無認可保育と並んで、家庭福祉員制度と

して、個人が少数の主に乳児を預かる形として始まった。この制度は、2000年(平成12年)に国

が「家庭的保育事業」を実施するに至るまで、地方独向の事業として、「家庭福祉員」「家庭保育

福祉員」「昼間里親」「保育ママ」等の名称で、50年以上に渡って、個人の力吐のみに頼った形の

保育として行われてきた。1992年（平成4年）に、全国各地で家庭的保育を実施していた人たち

が「全国家庭的保育ネットワーク」を発足させた。この組織は、家庭的保育者の孤立化を防ぎ、

保育の充実に向けてセミナーや講習会、出版などの幅広い活動をしてきた。こうした活動が評価

され、上述の2000年（平成12年）の国の「家庭的保育ﾘ『業」の創設に一定の役割を果たした。
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